
第９回合併協議会協議事項

P 1協議案第１８号 新市建設計画について（継続協議）

P 2協議案第２０号 使用料、手数料等の取扱いについて（継続協議）

P 3協議案第２２号 町名、字名の取扱いについて（継続協議）

P 4協議案第３２号 介護保険事業の取扱いについて（継続協議）

P 5協議案第３６号 一部事務組合等の取扱いについて

P 6協議案第３７号 保健衛生事業の取扱いについて

P 7協議案第３８号 休日、夜間、救急診療の取扱いについて

P 8協議案第３９号 健康づくり事業の取扱いについて

P 9協議案第４０号 建設関係事業の取扱いについて



協議案第 １８ 号

新市建設計画について（継続協議）

市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第３条第１項に規定す

る新市建設計画を次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年８月２日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

新市建設計画について

新市建設計画は、別紙のとおりとする。
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協議案第 ２０ 号

使用料、手数料等の取扱いについて（継続協議）

使用料、手数料等の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年８月２日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

使用料、手数料等の取扱い

１．各市町で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。

２．各市町で差異のある各種施設の使用料については、施設の内容及び建設年

度が異なること等から、当分の間、原則として現行のとおりとする。その他

の使用料については、原則として統一に向け調整を図るものとする。

３．各市町で差異のある手数料については、住民負担に配慮しつつ、負担の公

平の原則により合併時に統一する。
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協議案第 ２２ 号

町名、字名の取扱いについて（継続協議）

町名、字名の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

町名、字名の取扱い

１．大館市の区域内の町（字）の区域および名称は、現行のとおりとする。

２．比内町の区域内の町（字）の区域は現行のとおりとし、名称は、現行の大

字の前に「比内町」の名称を付ける。

３．田代町の区域内の町（字）の区域および名称は、現行のとおりとする。



4

協議案第３２号

介護保険事業の取扱いについて（継続協議）

介護保険事業の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

介護保険事業の取扱い

１．介護保険認定審査会については、合併時に大館市に統合する。

２．第１号被保険者の保険料率については、平成１７年度まで現行のとおりと

し、平成１８年度から統一する。

３．第１号被保険者の納期については、合併時に大館市の納期に統一する。

４．介護保険事業計画運営委員会については、合併時に大館市の制度に統合す

る。

５．介護保険事業計画については、平成１７年度まで現行のとおりとし、平成

１８年度から統一する。

６．介護保険料の減免については、平成１７年度まで現行のとおりとし、平成

１８年度から制度を再編する。

７．介護保険利用者負担金の減免については、合併時に大館市の制度に統一す

る。

８．介護保険要介護認定訪問調査については、平成１８年度まで現行のとおり

とし、平成１９年度から大館市の制度に統一する。
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協議案第 ３６ 号

一部事務組合等の取扱いについて

一部事務組合等の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

一部事務組合等の取扱い

１．一部事務組合のうち、大館周辺広域市町村圏組合については、合併の日の

前日をもって解散し、合併の日に事務及び財産並びに一般職の職員をすべて

新市に引き継ぐ。

比内町及び田代町は、秋田県市町村総合事務組合並びに秋田県市町村会館

管理組合を合併の日の前日をもって脱退する。

２．大館市土地開発公社については、現行のとおり存続する。

比内町及び田代町は、合併前に秋田県町村土地開発公社から脱退する。

３．比内町及び田代町は公平委員会の事務の委託を、合併の日の前日をもって

廃止する。

４．第三セクター等については、現行のとおり合併の日に新市に引き継ぐ。
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協議案第 ３７ 号

保健衛生事業の取扱いについて

保健衛生事業の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

保健衛生事業の取扱い

１．母子保健事業については、合併時に大館市の制度に統一する。ただし、妊

婦健康診査については、合併時までに再編する。また、健康診査の実施会場

については、地域の実情を考慮して決定する。

２．予防接種事業については、合併時に大館市の制度に統一する。

３．基本健診・各種検診事業については、合併時に大館市の制度に統一する。

ただし、実施体制、方法については、地域の実情を考慮して決定する。
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協議案第 ３８ 号

休日、夜間、救急診療の取扱いについて

休日、夜間、救急診療の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

休日、夜間、救急診療の取扱い

１．休日夜間急患センター運営事業については、合併時に統合する。

２．在宅当番・救急医療情報提供実施事業については、現行のとおり、大館市

の制度を適用する。
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協議案第 ３９ 号

健康づくり事業の取扱いについて

健康づくり事業の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

健康づくり事業の取扱い

１．健康教育及び健康相談については、合併時に大館市の制度に統一する。た

だし、対象者等については、合併時までに決定する。

２．市町村健康増進計画については、合併後に再編する。
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協議案第 ４０ 号

建設関係事業の取扱いについて

建設関係事業の取扱いを次のとおりとすることについて、協議を求める。

平成１６年９月１４日提出

大館市・比内町・田代町

合併協議会

会 長 小 畑 元

建設関係事業の取扱い

１．市町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、市道の認定基

準については、大館市の基準に統一する。

２．除雪体制については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、除雪計画に

ついては、合併後に策定する。

３．道路占用料については、合併時に現行の大館市の額に統一する。

４．公営住宅等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

５．都市計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。都市計画マスタープ

ランについては、現計画を基本に新市において新たに策定することとし、新

計画が策定されるまでの間は、現計画を運用する。


